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会計トピック③

今回から、会計分野における基本的なテーマやキーワードを１つずつ取り上げ、わかりやすく解説
していきます。
初回は、税効果会計におけるさまざまな項目のなかで、企業の皆様の関心がもっとも高いと思われ
る、繰延税金資産の回収可能性について、日本公認会計士協会から公表されている監査委員会報告
第66号および第70号にもとづき、改めてポイントを整理しています。

会計キーワード解説（その１）
税効果会計～繰延税金資産の回収可能性～
あずさ監査法人 社員 寺田 昭仁

マネジャー　小泉 淳

Ⅰ．はじめに

繰延税金資産は、将来の課税所得の発生に伴う法人税等の支払額を減額す

る効果を有し、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性

格を有します。すなわち、繰延税金資産の計上は、発生した将来減算一時差異

等の解消によって将来の納付税額の減額効果があること、法人税等の前払額が

将来の課税所得から回収することができることを根拠とします。これは、税務上

の繰越欠損金等について繰延税金資産を計上する場合も同様です。この判断

を適切に行うためには、将来の課税所得の十分性やタックスプランニングの存

在等が必要ですが、これらは、いずれも将来事象の予測や見積りに依存すると

いう不確実さをはらんでいるため、その客観性を判断することが困難です。ま

た、会計ビックバン以降、税務会計と企業会計の乖離が顕著になり、将来減算

一時差異が金額的にも多額になり、繰延税金資産の計上額が財務諸表に重要

な影響を与えるようになっています。特に、繰延税金資産は商法上配当制限の

定めがないため、その回収可能性を十分に検討する必要があります。

将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金等が、将来の税金負担額を軽

減する効果を有していると見込まれる場合にのみ、繰延税金資産の回収可能

性があると判断することができ、見込まれない場合には、繰延税金資産の回収

可能性があると判断することはできません。

なお、過年度に計上した繰延税金資産についても、将来の課税所得の範囲

を超えて繰延税金資産が計上されていないかどうか、将来の課税所得に対応

させることのできないスケジューリング不能な一時差異について、安易に繰延

税金資産が計上されていないかどうかについて慎重に検討し、毎期見直しを

行って、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込まれなくなった

場合、過大となった金額を適時に取り崩す必要があります。
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Ⅱ．繰延税金資産の回収可能性の要件

繰延税金資産の回収可能性の要件には、以下の３つがあります。

１．収益力にもとづく課税所得の十分性

この要件は、将来減算一時差異の解消年度およびその解消年度を基準とし

て税務上認められる欠損金の繰戻しおよび繰越しが可能な期間において、当

該将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金の解消額を十分吸収できる課

税所得が発生する可能性が高いと見込まれなければならないというものです。

将来の課税所得は、過年度の納税状況および将来の業績予測等を総合的に

勘案し、将来の合理的な予想利益に予想申告調整額を加減して合理的に見積

る必要があります。ただし、繰延税金資産の回収可能性を判断するための将来

の課税所得は、将来減算一時差異等の解消額を反映する前の課税所得です。

なお、将来減算一時差異の解消額が解消年度の課税所得を上回ったとして

も、税務上の繰越欠損金の予測可能かつ合理的な繰越期間において十分な課

税所得が見込まれるのであれば、回収可能と判断することができます。

２．タックスプランニングの存在

この要件は、含み益のある固定資産（土地）または有価証券を売却すること

などにより、通常の事業活動とは別に将来の課税所得を発生させることで、当

該課税所得が将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金の解消額を十分に

吸収できるかどうか検討することです。この場合、含み益を有する資産を保有

しているだけでなく、当該資産の売却という具体的な計画等が存在しているこ

とが必要であり、実務上、取締役会等により機関決定された事業計画に反映さ

れていることが必要です。

３．将来加算一時差異の十分性

この要件は、将来加算一時差異について繰延税金負債が計上されている場

合に、将来の課税所得とは別に、その解消年度の解消額が将来減算一時差異ま

たは税務上の繰越欠損金の解消額を十分に吸収できるものであるかどうか検討

することです。具体的には、解消額が合理的に計算できる圧縮対象の償却性資

産や、税務上一定の期間で取り崩される特別償却準備金等が対象となります。

Ⅲ．繰延税金資産の回収可能性の判断の手順

上記Ⅱ.の判断要件の具体的適用手順は以下のとおりです。

① 期末における将来減算一時差異について、将来解消見込年度のスケジュー

リングを実施し、解消時期と金額を特定します。

② 期末における将来加算一時差異について、将来解消見込年度のスケジュー

リングを実施し、解消時期と金額を特定します。

③ 将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを、解

消見込年度ごとに相殺します。

④ ③で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額について、その金
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額を解消見込年度を基に、その税務上認められる欠損金の繰戻しおよび繰

越期間内の将来加算一時差異（③で相殺後）の解消見込額と相殺します。

⑤ 以上の手順によっても残る将来減算一時差異の解消見込額については、そ

の金額を将来年度の課税所得の見積額（タックスプランニングによる課税所

得の発生見込額を含む）と、解消見込年度ごとに相殺します。

⑥ ⑤で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、その

金額を解消見込年度を基に、その繰戻・繰越期間内の課税所得の見積額

（⑤で相殺後）と相殺します。

⑦ 以上、①から⑥の手続の結果、相殺し切れなかった将来減算一時差異に係

る繰延税金資産については、その回収可能性がないと判断され、繰延税金

資産から評価性引当額として控除されることとなります。

なお、将来加算一時差異が重要でない場合には、各年度における将来加算

一時差異の解消見込額と課税所得の見積額とを合計して、将来減算一時差異

の各年度の解消見込額と比較して判断することも、実務上は妥当なものとして

取り扱われます。

Ⅳ．スケジューリングが不能な一時差異

一時差異には、①将来の一定の事実が発生することによって、税務上損金ま

たは益金算入の要件を充足することが見込まれる一時差異と、②会社による将

来の一定の行為の実施についての意思決定または実施計画等の存在により、

税務上損金または益金算入の要件を充足することが見込まれる一時差異とが

あります。

① については、たとえば、不良債権に対する有税の貸倒引当金のように、期

末において相手先の倒産等将来の一定の事実の発生が見込まれないことから、

税務上損金算入の時期が明確でなくスケジューリングが不能な一時差異となる

場合があります。また、②については、たとえば、子会社株式評価損のように、

当該子会社の清算などの意思決定または実施計画等が存在しないことにより、

税務上損金算入の要件を充足することが見込めず、税務上の損金算入時期が

明確でなく、スケジューリングが不能な一時差異となる場合があります。

このようなスケジューリングが不能な一時差異のうち、将来減算一時差異に

ついては、原則として、税務上の損金算入時期が明確となった時点で、その回

収可能性の判断にもとづき繰延税金資産を計上できます。ただし、期末におい

て損金算入時期が明確でない将来減算一時差異についても、たとえば、貸倒引

当金等のように将来発生が見込まれる損失を合理的に見積ったものであるが、

その損失の発生時期を個別に特定し、スケジューリングすることが実務上困難

な場合には、過去の損金算入実績に将来の合理的な予測を加味した方法等に

より、合理的にスケジューリングが行われている限り、スケジューリングが不能

な一時差異とは取り扱われません。

また、将来解消見込年度のスケジューリングが不能な将来加算一時差異につ

いては、将来減算一時差異の解消見込年度との対応ができないため、繰延税

金資産の回収可能性の判断にあたって、当該将来加算一時差異を将来減算一
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時差異と相殺できないことになります。ただし、固定資産圧縮積立金等の将来

加算一時差異は、会社が必要に応じて当該積立金等を取り崩す旨の意思決定

を行えば、将来減算一時差異と相殺することが可能となります。

Ⅴ．将来年度の課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産の回収可能性は、多くの場合、将来年度の会社の収益力にもと

づく課税所得によって判断することになりますが、将来年度の会社の収益力を

客観的に判断することは実務上困難な場合が多いため、会社の過去の業績等

にもとづいて以下のように会社を区分し、図表１のように、それぞれの会社区分

ごとに繰延税金資産の回収可能性を判断します。

（１）十分な課税所得がある会社（分類１）･･･期末における将来減算一時差異を

十分に上回る課税所得を毎期（当期およびおおむね過去３年以上）計上し、

その経営環境に著しい変化がない会社。

（２）業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほ

どの課税所得がない会社（分類２）･･･当期および過去（おおむね３年以上）

連続して、ある程度の経常的な利益を計上しているような会社。

（３）業績が不安定な会社（分類３）･･･過去に経常的損益が大きく増減しているよ

うな会社。

（４）税務上の繰越欠損金が存在する会社（分類４）･･･期末において重要な税務

上の繰越欠損金が存在する会社や過去おおむね３年以内に重要な税務上

の繰越欠損金の繰越期限切れとなった会社、あるいは期末において重要

な税務上の繰越欠損金の繰越期限切れが見込まれる会社。また、過去の

経常的な利益水準を大きく上回る将来減算一時差異が期末に存在し、翌期

末も重要な税務上の繰越欠損金の発生が見込まれる会社も同様。

（５）（分類４）のただし書きの会社･･･（分類4）の会社のうち、例外として、重要な

税務上の繰越欠損金や過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減算

一時差異が、事業のリストラや法令等の改正等により非経常的な特別の原

因で発生したもので、それを除けば課税所得を毎期計上している会社。

（６）過去に連続して重要な税務上の欠損金を計上している会社（分類５）･･･過去

おおむね３年以上連続して重要な税務上の欠損金を計上している会社で、

かつ、当期も重要な税務上の欠損金の計上が見込まれる会社。また、債務

超過の状況にある会社や資本の欠損の状況が長期にわたっている会社で、

かつ、短期間に当該状況の解消が見込まれない会社も同様。

Ⅵ．差異の解消が長期にわたる将来減算一時差異

退職給付引当金や減価償却累計額に係る将来減算一時差異のように、スケ

ジューリングの結果、その将来解消年度が長期となる将来減算一時差異につい

ては、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額

を軽減する効果を有します。これらの将来減算一時差異に関しても、会社区分

に応じて図表１のように判断します。

会計トピック③
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Ⅶ．減損損失に係る将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性について

減損損失に係る将来減算一時差異は、解消までに長期間を要する可能性が高

いこと、また、事業用として使用している固定資産である場合もあり、慎重にス

ケジューリング不能な一時差異であるか否かの判定を行わなければなりません。

スケジューリング不能な一時差異と判定された場合、上記Ⅴ（１）（十分な課税

所得のある会社）の場合を除き回収可能性はないものと判断されます。

スケジューリングの可能性の判定にあたっては、減損損失の対象となった固

定資産の状態、すなわち、現在および将来の使用・遊休・処分の状況および見

会社
区分 将来年度の課税所得の見積額による判断 タックスプランニングにもとづく

課税所得の発生額の取扱い

将来解消見込年度が長期に
わたる将来減算一時差異の
取扱い

（１） 通常、将来においても一定水準の課税所得を発生させること
が可能であると予測できますので、一般的に、繰延税金資産
の全額についてその回収可能性があると判断できます。なお、
この場合にはスケジューリング不能な将来減算一時差異につ
いても、将来、スケジューリングが可能となった時点で課税
所得が発生する蓋然性が高いため、当該将来減算一時差異に
係る繰延税金資産について回収可能性があると判断されます。

一般的には、タックスプランニングを考慮する必要は
ありません。

（２） 一時差異等のスケジューリングの結果にもとづき、それに係
る繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産
は回収可能性があると判断されます。

①資産の売却等に係わる意思決定が取締役会等で承認
された事業計画や方針等で明確となっており、かつ、
資産売却等に経済的合理性があり、実行可能であるこ
とが必要です。
②売却される資産の含み益等に係わる金額が、契約等
で確定している場合または契約等で確定していない場
合でも、たとえば、有価証券については期末の時価、
不動産については期末前およそ１年以内の鑑定評価額
等の公正な時価によっている場合は、課税所得の見積
額に織り込むことができます。

（３） 通常、過去の業績等から将来の安定的な課税所得の発生を予
測することができないので、将来の合理的な見積可能期間
（おおむね５年）内の課税所得の見積額を限度として、当該
期間内の一時差異等のスケジューリングの結果にもとづき、
それに係る繰延税金資産を計上している場合、当該繰延税金
資産は回収可能性があると判断されます。

①おおむね５年内に資産売却等を行うという意思決定が
取締役会等で承認された事業計画や方針等で明確となっ
ており、かつ、資産売却等に経済的合理性があり、実行
可能である必要があります。
②上記（２）②と同様である場合、おおむね５年以内の
課税所得の見積額に織り込むことができます。

当該将来減算一時差異に
係る繰延税金資産につい
ては、その回収可能性が
あると判断できます。

当該将来減算一時差異に係
る繰延税金資産について
は、その回収可能性がある
と判断できます。
おおむね５年を超える場合
でも、最終解消年度までに
解消されると見込まれる将
来減算一時差異に係る繰延
税金資産については、その
回収可能性があると判断で
きます。

（４） 通常、将来の課税所得の発生を合理的に見積ることは困難で
あるため、原則として、翌期に課税所得の発生が確実に見込
まれる場合で、かつ、その範囲内で翌期の一時差異等のスケ
ジューリングの結果にもとづき、それに係る繰延税金資産を
計上している場合、当該繰延税金資産について回収可能性が
あると判断します。

①売却等に係わる意思決定が、取締役会の承認、決裁
権限者の決裁または契約等で明確となっており、かつ、
確実に実行されると見込まれる必要があります。
②上記（２）②と同様である場合、翌期の課税所得の
見積額として織り込むことができます。

翌期の課税所得を限度と
した翌期の解消見込額に
係る繰延税金資産につい
ては、その回収可能性が
あると判断できます。

（５） 将来の合理的な見積可能期間（おおむね５年）内の課税所得
の見積額を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジュ
ーリングの結果にもとづき、それに係る繰延税金資産を計上
している場合、当該繰延税金資産は回収可能性があると判断
されます。

①上記（４）①と同様。
②上記（３）②と同様。

（３）と同様。

（６） 通常、将来の課税所得の発生を合理的に見積ることができな
いと判断されますので、原則として、将来減算一時差異およ
び税務上の繰越欠損金等に係る繰延税金資産の回収可能性は
ないものと判断します。

原則としてタックスプランニングを考慮できません。
ただし、税務上の繰越欠損金を十分に上回るほどの資
産の含み益等を有しており、かつ（４）①および②を
満たす場合のみ、翌期の課税所得の見積額として織り
込むことができます。

原則として、当該将来減
算一時差異に係る繰延税
金資産について、その回
収可能性はないものと判
断します。

上記に直接該当しない場合でも、当該趣旨を斟酌して、会社の実態に応じて、それぞれの会社区分に準じた判断を行う必要があります。

図表１■ 会社区分ごとの回収可能性の判断
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込みにもとづきその判定が行われることになりますが、等しく固定資産であって

も、償却資産と非償却資産とではその性格が異なります。

１．償却資産

償却資産に係る将来減算一時差異は、通常、減価償却計算を通して解消さ

れますので、スケジューリング可能な一時差異と考えられます。また、固定資

産に計上されていないリース資産について減損処理が行われた場合、当該減

損額見合いの貸方科目としては「リース資産減損勘定」等の科目が用いられます

が、その定額法による取崩額についても同様にスケジューリング可能なものと

考えることができます。

なお、減損損失は、その本質が減価償却とは異なる性質のものであり、臨時

性がきわめて高く、かつ、金額も巨額になる可能性が高いことから、減損損失

に係る将来減算一時差異については、上記Ⅵに記載したような建物の減価償

却超過額に係る将来減算一時差異と同様な取扱いは適用しません。また、減

価償却計算の基礎である耐用年数の終了を待たずに処分が予定されている場

合、当該処分予定にもとづいてスケジューリングすることになります。

２．非償却資産

土地等の非償却資産に係る将来減算一時差異のスケジューリングは、売却処

分等の予定がある場合、それによることになりますが、たとえば、工場用地とし

て現に使用中である場合、通常、スケジューリングが不能な場合が多いと考え

られますので、十分に留意する必要があります。

３．「再評価に係る繰延税金資産」を計上している土地について減損損失を計上

した場合

減損処理を行った部分に係る土地再評価差額金は取り崩すこととなりますの

で、この取崩しに伴い、当該土地に係る「再評価に係る繰延税金資産」は全額

取り崩すことになります。また、土地再評価に係る繰延税金資産についても、

通常の繰延税金資産と同様に回収可能性を検討することになります。

Ⅷ．その他有価証券評価差額に対する税効果会計

その他有価証券の評価差額に対する税効果会計については、評価差額を評

価差損と評価差益とに区分し、個々の銘柄ごとに、評価差損（将来減算一時差

異）については回収可能性を検討したうえで繰延税金資産を認識するとともに、

評価差益（将来加算一時差異）については繰延税金負債を認識することが原則

的処理です。

しかし、実務上、その他有価証券について個々の保有目的等に応じてその性

格を細分化せず、多様な性格を有するその他有価証券を一括してとらえたうえ

で毎期時価評価し、洗替え処理するケースが多いと考えられます。この場合で

も当該時価評価により生じる評価差額については、税効果会計を一括して適

用することが認められ、以下のように取り扱われます。
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１.  スケジューリングが可能なものについて

その評価差額を評価差損と評価差益とに区分し、評価差損（将来減算一時差

異）については回収可能性を検討したうえで繰延税金資産を認識し、評価差益

（将来加算一時差異）については繰延税金負債を認識します。

２.  スケジューリングが不能なものについて

①純額で評価差益の場合

純額の評価差益については繰延税金負債を認識します。当該評価差益はス

ケジューリング不能な将来加算一時差異ですから、繰延税金資産の回収可能性

の判断にあたっては、評価差額以外の将来減算一時差異とは相殺できません

（（１）によった場合の評価差益に係る将来加算一時差異は、繰延税金資産の回

収可能性の判断にあたって、スケジューリングの結果に従い、評価差額以外の

将来減算一時差異と相殺することができます）。

②純額で評価差損の場合

当該純額の評価差損はスケジューリング不能な将来減算一時差異ですから、

原則として当該繰延税金資産の回収可能性はありません。ただし、通常、その

他有価証券は随時売却が可能であり、また、長期的には売却されることが想定

される有価証券であることを考慮し、純額の評価差損に係る繰延税金資産につ

いては、会社の業績等の状況を回収可能性の判断基準とすることができます。

すなわち、前述Ⅴの（１）および（２）に該当する会社の場合、純額の評価差損

に係る繰延税金資産についても回収可能性があると判断でき、（３）および（５）

に該当する会社の場合、将来の合理的な見積可能期間（おおむね5年）内の課

税所得の見積額からスケジューリング可能な一時差異の解消額を加減した額

を限度として、純額の評価差損に係る繰延税金資産を計上しているとき、当該

繰延税金資産は回収可能性があると判断できます。
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